
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２-5 擁壁（案） 

 
※本章は、大阪市建設局が管理する道路擁壁の詳細点検（中間点検を含む）及び詳細調査

を試験的に実施するために定めた要領である。 

今後の技術開発の動向や点検結果などにより必要な軌道修正を行う。 
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1. 適用範囲 

本編は、大阪市建設局が管理する道路擁壁の詳細点検（中間点検を含む）に適用する。 

大阪市が管理する道路擁壁とは、大阪市が管理する道路を支持する擁壁を示すもので、

道路面より下に位置する擁壁である。 

また、対象とする擁壁は、高さ 1ｍ以上の擁壁とする。 

 

本編は、大阪市建設局が管理する道路擁壁の詳細点検（中間点検を含む）、詳細調査に

適用する。 

  

道路擁壁は、歩行者や車両が通行する道路を支持する目的で構築された構造物である。 

 

本編は、詳細点検業務に関して、通行の安全性を確保することを主目的とした標準的な

内容や現時点で想定できる留意事項について規定したものである。対象とする擁壁は、道

路を支持する構造上、いずれも道路面より下に位置し、擁壁の立地により擁壁の背面を除

いた全面（上端と前面）が確認できない場所もある。また、擁壁の位置が建物と隣接して

いる場所も多く存在する。このため実際の点検にあたっては、本編に基づき、個々の擁壁

の状況に応じて点検の目的が達成されるよう、新技術を含めた点検方法や損傷評価及び

対策判定等、十分に検討を行う必要がある。 

また、対象とする擁壁には、石積擁壁をはじめ、ブロック積擁壁、重力式擁壁、もたれ

式擁壁、片持ち梁式擁壁など構成材料や構造形式が異なる。本編では、これら構造形式が

異なる擁壁において、類似形式をグループ化し、それぞれグループに属する擁壁の特性を

考慮した点検項目を設定する。  
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2. 点検項目 

第 1 章「7．点検項目」にて示すように、詳細点検では、対象擁壁ごとに必要な情報が

得られるよう、点検する擁壁の形式、構成材料に応じて、適切な項目（損傷の種類）に対

して点検を実施しなければならない。 

詳細点検には、近接目視と必要に応じて新技術を使用する詳細点検と、外観目視を主と

する中間点検とがある。 

 

① 詳細点検 

点検項目は、表 2.1 を標準とする。点検方法は、近接目視及び詳細調査を基本とする。 

近接目視は、通常、目の行き届かない箇所を点検することが目的であるため、擁壁の上

部の部位は高所作業車などを用いて、近接して点検を行う必要がある。 

しかし、現地状況により、高所作業車などを使用した近接点検が困難な箇所や、擁壁前

面が狭隘な箇所、擁壁前面に人が立ち入れない箇所等においては、ICT 機器やポールカメ

ラを活用し、確認可能な範囲・項目について点検を実施する。 

また、近接目視等の結果などから必要に応じて詳細調査を行う。調査内容は、重力式擁

壁などの Co 擁壁に対し、コンクリート健全性調査、塩害調査、アルカリ骨材反応調査な

どがある。 

なお、コンクリート部材の一部が落下して第三者に与える被害（以下、「第三者被害」

という）の可能性がある擁壁は、第三者被害予防措置を実施すること。 

 

② 中間点検 

点検項目は、表 2.1 を標準とする。点検方法は、外観目視を基本とする。ただし、高所

など目視が困難な部位に対しては、適宜ポールカメラなどを用い、全部位の確認を行う。 

また、点検において重大な変状が想定される場合は、詳細点検と同様、必要に応じて近

接して点検を行い、対策を検討するものとする。 

 

  各擁壁の形式に応じた点検項目を次頁の表 2.1 に示す。 
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各擁壁形式による形態については、以下の図書を参考とした。 

・「道路土工構造物点検要領」（R5.3 国土交通省道路局 国道・技術課）P.35（エ）擁

壁、及び P.82～P.84 の事例 

・「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）P.17～P.24

で示している変状の種類 

・「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4、大阪府 都市整備部 交通道路室）参考

資料-3 に示される事例 

  

擁壁の形式 構成材料 損傷種類 対象とする位置 記録内容

①ひび割れ 目地に沿ったひび割れ 有無及び規模

②ふくらみ、抜け落ち 躯体 有無及び規模

③傾斜・折損 躯体 有無及び規模

④目地の開き、ずれ、
　段差（不同沈下）

目地部 有無及び規模

⑤背面土砂の流出 目地部 有無及び規模

⑥漏水（湧水） 目地部・水抜きパイプ 有無及び規模

⑦目詰まり 水抜きパイプ 有無及び位置

⑧擁壁前面・背面
　の変状

擁壁背面道路面
及び擁壁前面地盤

有無及び規模

⑨その他
上記に含まれない損傷
(植生、落書き他)

有無及び規模

①ひび割れ 躯体 有無及び規模

②漏水・遊離石灰 躯体 有無及び規模

③剥離・鉄筋露出 躯体 有無及び規模

④浮き 躯体 有無及び規模

⑤欠損 躯体 有無及び規模

⑥傾斜・折損 躯体 有無及び規模

⑦目地の開き、ずれ、
　段差（不同沈下）

目地部 有無及び規模

⑧背面土砂の流出 目地部 有無及び規模

⑨漏水（湧水） 目地部・水抜きパイプ 有無及び規模

⑩目詰まり 水抜きパイプ 有無及び位置

⑪擁壁前面・背面
　の変状

擁壁背面道路面
及び擁壁前面地盤

有無及び規模

⑫その他
上記に含まれない損傷
(植生、落書き他)

有無及び規模

石積・ブロック積
擁壁

石・ブロック

 コンクリート擁壁
   ※重力式
      もたれ式
      片持ち梁式
      井桁組

コンクリート

表 2.1 擁壁形式に対する点検項目の標準 
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3．点検方法 

擁壁の詳細点検は、対象施設の立地条件や規模（高さ）により①徒歩、②梯子・脚立等、

③高所作業車の 3 種類の方法を用い、近接目視によって実施することを基本とする。対

象擁壁を視認できない場合や、対象擁壁に近接できない場合は ICT 機器やポールカメラ

等を活用し、確認可能な範囲・項目について点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建 

物 

a)建物に近接 b)前面に立ち入り不可能 c)擁壁が埋まっている 

作業帯標準 1.5m 

①徒歩 

擁壁高さ 2m 未満 

②梯子・脚立等 

擁壁高さ 2m 以上 5ｍ未満 

③高所作業車 

擁壁高さ 5m 以上 

※高所作業車が進入できない箇所につ

いては、梯子を用いて点検を行う。 

擁壁前面への 

近接可否 

擁壁前面の 

視認可否 

擁壁天端面及び 

擁壁背面道路面・擁壁前面地盤の 

近接目視点検 

擁壁天端面及び擁壁背面道路面の 

近接目視点検 

＋ 

ポールカメラによる擁壁前面の点検 

＋（※損傷が確認された場合） 

可搬式 ICT 機器による損傷箇所の点検 

遠望目視点検 

＋ 

据置式 ICT 機器による点検 

近接目視点検 

ｏｒ 

据置式 ICT 機器による点検 

ＳＴＡＲＴ 

下図 c)擁壁が埋まっており 

    天端面以外が視認不可 

下図 a)建物等に近接しており 

    擁壁前面が視認不可能 

近接可能 下図 b)擁壁前面が視認できるが 

近接不可能 

視認可能 

【点検方法選定フロー】 

【近接目視点検】 

【擁壁を視認できない、又は擁壁に近接できない場合】 
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前頁 a)、b)、c)のように、擁壁の立地により近接目視が困難な場合は以下の対応にて

点検を行う。 

a) 建物等に近接しており、擁壁前面側が狭隘で立ち入れず、視認できない場合 

→ポールカメラを使用して損傷の有無を確認し、損傷が確認された場合は可搬式レ

ーザースキャナにより規模・形状を把握する。 

b) 擁壁前面を視認できるが、前面側に立ち入ることができず、近接できない場合 

→遠望目視と据置式 ICT 機器を併用し、確認可能な範囲・項目について点検を実施

する。 

c) 擁壁前面側が埋められており、擁壁の天端のみしか目視できない場合 

→擁壁天端面の損傷及び擁壁前面・背面の路面の変状について点検を実施する。 

 

ICT 点検により確認可能な点検項目の一覧を次頁に示す。 
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擁壁の形式 損傷種類 

据置式 ICT 機器 可搬式 ICT 機器 

点群データ 画像データ 点群データ 
ポールカメラ 

による画像 

石積・ 

ブロック積 

擁壁 

①ひび割れ － △※1 － △※1 

②ふくらみ、抜け落ち ○※2 △ △※3 △ 

③傾斜・折損 ○※2 △ △※3 △ 

④目地の開き、ずれ、 

段差（不同沈下） 
○※4 △ － △ 

⑤背面土砂の流出 － △ － △ 

⑥漏水（湧水） － △ － △ 

⑦目詰まり － － － － 

⑧擁壁前面・背面の変状 △※5 △ △※5 △ 

⑨その他 － △ － △ 

コンクリート擁壁 

※重力式 

もたれ式 

片持ち梁式 

井桁組擁壁 

①ひび割れ － △※1 － △※1 

②漏水・遊離石灰 △※6 △ － △ 

③剥離・鉄筋露出 ○※2 ○ △ ○ 

④浮き △※7 △※7 － △※7 

⑤欠損 ○ ○ △ ○ 

⑥傾斜・折損 ○※2 △ △※3 △ 

⑦目地の開き、ずれ、 

段差（不動沈下） 
○※4 △ － △ 

⑧背面土砂の流出 － △ － △ 

⑨漏水（湧水） － △ － △ 

⑩目詰まり － － － － 

⑪擁壁前面・背面の変状 △※5 △ △※5 △ 

⑫その他 － △ － △ 

〇：損傷を確認することが可能 

△：状況により検出不可能、もしくは精度が劣る。または、一部の情報（ひび割れ幅等）

が不足する。 

 

※1 撮影条件（距離・角度等）が良好な場合、確認可能。ただし、ひび割れ幅の確認は

別途画像解析ソフトの解析結果による。 

※2 差分解析又は対象部断面の確認。（前回点検時データとの比較を含む） 

※3 対象部断面の確認による。（前回点検時データとの比較を含む） 

※4 差分解析、又は点群データより CAD データを作成して確認。 

※5 擁壁近傍でデータを取得可能な場合に限る。 

※6 擁壁表面の遊離石灰の付着量により確認可能な場合に限る。 

※7 かぶりコンクリートに明確な移動が生じている場合に限る。  
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4．損傷状況の把握及び損傷評価 

詳細点検の結果は、損傷毎に損傷の程度を判定する損傷区分により評価し、損傷の種類

ごとに損傷の状況を記録するものとする。 

 

損傷評価は、各施設における損傷の種類ごとに第 1 章「11．損傷状況の把握及び損傷

評価」に示す６つの損傷区分（ｍを含む）に分類することを原則とする。（表 4.1 参照） 

 

 

 

損傷の種類毎の評価方法は、「付録-１ 詳細点検損傷評価基準」に基づくものとする。 

損傷状況は、部材（部位・部材の最小評価単位）毎に、「付録-２ 詳細点検調書記入要

領及び部材番号定義基準」に基づき記録する。 

 

 

５．詳細調査 

詳細調査は、第 1 章「12．詳細調査」に基づき、実施するものとする。 

 

詳細調査の実施箇所及び調査項目については、「付録-3 詳細調査要領」に基づいて実

施し、結果を記録する。 

 

  

損傷区分 概念 一般的性状

a 〔良好〕 損傷が特に認められない

b 〔ほぼ良好〕 損傷が小さい

c 〔軽度〕 損傷がある

d 〔顕著〕 損傷が大きい

e 〔深刻〕 損傷が非常に大きい

m 〔維持対応〕 維持管理にて対応する必要あり

表 4.1 損傷区分 
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6．点検調書図面の作成 

 詳細点検を行うにあたり、点検調書に記載する図面の作成を行う。 

  

図面は、点検を行う範囲において変状等の大きさ等が記録できるように、展開図で示す

ものとする。 

図面は先に整備している擁壁台帳に記載の擁壁の側面図を利用し、擁壁上端面を追加

することにより、展開図を作成してもよい。ただし、資料も部分的にしか無い場合もある

ことから、点検実施前には必ず現地踏査にて点検範囲の確認を行い、点検調書作成図面と

の整合性を確認しておくことが必要である。なお、図面作成に用いる構造一般図などの参

考資料が無い場合は、現地において測量などにより図面の作成を行う。 

 

 点検調書に記載する図面の例を図 6.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 点検調書図面作成例  
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7．対策判定基準について 

「Ｅランク損傷判定会議」の結果を踏まえ、本市損傷対策区分から国土交通省が策定し

た「道路土工構造物点検要領」（R5.3 国土交通省 道路局）に基づく判定区分への読替

えを実施して、健全性の診断（Ⅰ～Ⅳ）を行うものとする。 

 

 

 

 

 

※1「道路土工構造物点検要領」（R5.3 国土交通省 道路局 国道・技術課） 

 

 

  

判定の内容 判定区分 本市の判定 定義

変状はない、もしくは変状があっても対策が必要ない場合（道路の機能
に支障が生じていない状態）

Ⅰ　健全 a～c 健全

変状が確認され、変状の進行度合いの観察が一定期間必要な場合（道路
の機能に支障が生じていないが、別途、詳細な調査の実施や定期的な観
察などの措置が望ましい状態）

Ⅱ　経過観察段階 dⅲ、eⅲ、m
経過観察

（予防保全）

変状が確認され、かつ次回点検までにさらに進行すると想定されること
から構造物の崩壊が予想されるため、できるだけ速やかに措置を講ずる
ことが望ましい場合（道路の機能に支障は生じていないが、次回点検ま
でに支障が生じる可能性があり、できるだけ速やかに措置を講じること
が望ましい状態）

Ⅲ　早期措置段階 dⅱ、eⅱ
補修対応

（経過観察・
更新検討）

変状が著しく、大規模な崩壊に繋がるおそれがあると判断され、緊急的
な措置が必要な場合（道路の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態）

Ⅳ　緊急措置段階 eⅰ
緊急対応

（更新対応）

国土交通省判定基準　※1 大阪市判定基準

表 7.1 対策判定の読替え基準 
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【参考】

損傷の種類 分類

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

ａ

b

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

a

b

c

d

a

b

ｃ

d

e

　－

　－

　－

　－

積石沿いの縦・斜めひび割れに隙間がある

縦・斜めひび割れを境に前後又は上下にずれている

石積・ブロック積

擁壁
①ひび割れ

閉塞があり、漏水している

　－

　－

　－

　－

⑨その他 全部材評価対象

１．材質劣化　４．植生

２．火災履歴　５．落書き

３．不法占拠　６．その他

損傷なし

損傷あり

【擁壁の判定表】

縦ひび割れ

損傷なし

　－

擁壁前面の積石沿いに縦・斜めひび割れ

損傷なし

擁壁との境界付近に小変状、擁壁本体に変状なし

擁壁との境界付近に中変状、走行車線に影響なし

擁壁と平行する大変状があり、擁壁本体に水平ひび割れ

(RC:0.3mm以上、PC:0.2mm以上)かつはらみ出しや傾斜

⑦目詰まり 水抜きパイプ

閉塞なし

閉塞あり

　－

　－

⑥漏水（湧水）
目地部及び

水抜きパイプ

擁壁表面が乾燥

擁壁表面が常に湿っている

水がしみ出し、擁壁表面を流れている

石積・ブロック積擁壁

対象 損傷評価基準

水平ひび割れ

損傷なし

　－

②ふくらみ、抜け落ち

全体が前方にふくらんでいる

【擁壁背面道路面の段差、

　ひび割れの程度】

　小：5mm未満

　中：5mm以上20mm未満

　大：20mm以上

e

擁壁前面地盤が隆起している

ｃ

ふくらみが大きくなり、積石に抜け落ちがある

擁壁中央付近の目地に沿った水平ひび割れ

擁壁中央付近の目地及び積石に水平ひび割れ

目地・積石の水平ひび割れが開いている

d

ｅ
全面のふくらみが大きく、積石に抜け落ちがある

石積・ブロック積

擁壁

損傷なし

　－

空石積の積石が摩耗し、目地ずれが生じている

空石積に横亀裂があり、一部に抜け石がある

空石積にふくらみが生じている

③傾斜・折損
石積・ブロック積

擁壁

損傷なし

　－

わずかに前傾（後傾）

明らかに前傾（後傾）

⑧擁壁前面・背面

　の変状

擁壁背面道路面

擁壁前面地盤

明らかに前傾（後傾）し、途中に折損が見られる

④目地の開き

 （背面土圧増大）、

　ずれ（水平移動）、

　段差（不同沈下）

目地部

【コーナー目地の開き、

　目地のずれ、目地の段差の程度】

　小：5mm未満

　中：5mm以上20mm未満

　大：20mm以上

損傷なし

小規模の変状

中規模の変状

大規模の変状

大規模の変状に加え、2方向以上の動きが複合

⑤背面土砂の流出 目地部

損傷なし

少量の土砂流出

多量の土砂が流出し、背面空洞化の恐れあり
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損傷の種類 分類

a

b

c

d

e

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

a

b

ｃ

d

e

a

b

ｃ

d

e

ａ

b

ｃ

d

ｅ

ａ

b

ｃ

d

ｅ

a

b

ｃ

d

e

a

b

ｃ

d

e

a

b

ｃ

d

e

a

b

c

d

a

b

ｃ

d

e

　－

　－

　－

　－

　－

　－

　－

損傷なし

擁壁との境界付近に小変状、擁壁本体に変状なし

擁壁との境界付近に中変状、走行車線に影響なし

　－

　－

損傷なし

最大ひび割れ幅：小　最小ひび割れ間隔：全てを対象

最大ひび割れ幅：中　最小ひび割れ間隔：小

最大ひび割れ幅：中　最小ひび割れ間隔：大

閉塞があり、漏水している

【コーナー目地の開き、

　目地のずれ、目地の段差の程度】

　小：5mm未満

　中：5mm以上20mm未満

　大：20mm以上

損傷なし

小規模の変状

中規模の変状

擁壁表面が常に湿っている

大規模の変状

大規模の変状に加え、2方向以上の動きが複合

　－

　－

　－

⑫その他 全部材評価対象

コンクリート擁壁

コンクリート擁壁

対象

コンクリート擁壁

コンクリート擁壁

コンクリート擁壁

目地部

⑥傾斜・折損

擁壁前面地盤が隆起している

【擁壁背面道路面の段差、

　ひび割れの程度】

　小：5mm未満

　中：5mm以上20mm未満

　大：20mm以上

e

１．材質劣化　４．植生

２．火災履歴　５．落書き

３．不法占拠　６．その他

損傷なし

損傷あり

擁壁と平行する大変状があり、擁壁本体に水平ひび割れ

(RC:0.3mm以上、PC:0.2mm以上)かつはらみ出しや傾斜

⑪擁壁前面・背面

　の変状

擁壁背面道路面

擁壁前面地盤

⑨漏水（湧水）
目地部及び

水抜きパイプ

擁壁表面が乾燥

水がしみ出し、擁壁表面を流れている

⑩目詰まり 水抜きパイプ

閉塞なし

閉塞あり

一部が著しく欠損

⑧背面土砂の流出 目地部

損傷なし

少量の土砂流出

多量の土砂が流出し、背面空洞化の恐れあり

⑤欠損 コンクリート擁壁

損傷なし

一部が欠損

⑦目地の開き

 （背面土圧増大）、

　ずれ（水平移動）、

　段差（不同沈下）

わずかに前傾（後傾）

明らかに前傾（後傾）

明らかに前傾（後傾）し、途中に折損が見られる

損傷なし

　－

【擁壁の判定表】

損傷評価基準

①ひび割れ

【最大ひび割れ幅に着目した程度】

大：RC造:W≧0.3mm、PC造:W≧0.2mm

中：RC造:0.2≦W＜0.3mm

中：PC造:0.1≦W＜0.2mm

小：RC造:W＜0.2mm、PC造:W＜0.1mm

【最小ひび割れ間隔に着目した程度】

大：最小間隔がW＜50cm

小：最小間隔がW≧50cm

④浮き

損傷なし

　－

浮きあり

浮きがあり、ひび割れが発生

浮きがあり、ひび割れに移動性あり

③剥離・鉄筋露出

損傷なし

　－

剥離のみ

露筋しているが、腐食は軽微

露筋しており、腐食が著しい

最大ひび割れ幅：大　最小ひび割れ間隔：全てを対象

コンクリート擁壁

②漏水・遊離石灰

損傷なし

　－

ひび割れから漏水　錆汁・遊離石灰はほぼ無し

ひび割れから遊離石灰　錆汁はほぼ無し

ひび割れから著しい漏水　泥・錆汁の混入あり
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【参考】 

国土交通省「道路土工構造物点検要領」（R5.3、国土交通省 道路局 国道・技術課）

P.82～P.84 に記載されている健全性診断の判定区分Ⅱ又はⅢと判定した擁壁における

判定事例及び「宅地擁壁の健全性判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）

P.17～P.24 に記載されている宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」についての説明資料、

並びに「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4、大阪府 都市整備部 交通道路室）

参考資料-3 に示される判定区分の事例を抜粋し、以下に示す。 

本点検要領（案）における対策判定区分（Ⅰ～Ⅳ）については、以下の参考図書におけ

る判定区分を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：「道路土工構造物点検要領（R5.3、国土交通省 道路局 国道・技術課）」P.82 より抜粋   
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出典：「道路土工構造物点検要領（R5.3、国土交通省 道路局 国道・技術課）」P.83 より抜粋 
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出典：「道路土工構造物点検要領（R5.3、国土交通省 道路局 国道・技術課）」 

P.84、P.90 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（R4.4、国土交通省）」P.17～P.24 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-2、3-2 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-3 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-4 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-5 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-6 より抜粋 
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  出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-7 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-8、3-9 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-10 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-11 より抜粋 
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出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-12 より抜粋 
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 出典：「大阪府コンクリート構造物点検要領」（H28.4 大阪府都市整備部 交通道路室）資料 3-13 より抜粋 


